
は
じ
め
に

　

高
群
逸
枝
『
招
婿
婚
の
研
究
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
今
か
ら
五
十
年
程
前

の
こ
と
で
あ
る　
。
高
群
氏
は
、
日
本
に
お
け
る
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
婚
姻

　＊１

体
系
を
独
自
に
提
示
し
た
が
、「
招
婿
婚
」
と
は
、
古
墳
時
代
か
ら
南
北
朝
ま
で

の
婚
姻
形
態
で
、
大
和
時
代
の
妻
問
婚
と
飛
鳥
か
ら
南
北
時
代
ま
で
の
婿
取
婚

に
二
分
さ
れ
、
さ
ら
に
後
者
は
、
飛
鳥
か
ら
平
安
初
期
の
前
婿
取
婚
、
平
安
中

期
の
純
婿
取
婚
、
平
安
末
期
の
経
営
所
婿
取
婚
、
鎌
倉
南
北
朝
期
の
擬
制
婿
取

婚
に
区
分
さ
れ
る　
。
こ
の
高
群
説
に
は
、
多
く
の
批
判
が
出
さ
れ
て
い
る
が　
、

　＊２

　＊３

平
安
中
期
に
関
し
て
最
初
に
綿
密
で
詳
細
な
批
判
的
検
討
を
行
っ
た
の
は
ウ
イ

リ
ア
ム
・
マ
ッ
カ
ロ
ウ
ー
氏
で
あ
る　
。
そ
の
後
、
高
群
氏
の
主
張
と
実
証
が
乖

　＊４

離
し
て
い
る
と
し
て
批
判
的
に
継
承
し
た
関
口
裕
子
氏　
、
日
本
古
代
社
会
は

　＊５

双
系
制
で
あ
り
婚
姻
規
制
が
未
成
立
だ
っ
た
と
批
判
す
る
鷲
見
等
曜
氏　
、
意

　＊６

図
的
誤
謬
を
し
た
と
全
面
批
判
し
た
栗
原
弘
氏
等　
、
多
く
の
論
点
が
出
さ
れ

　＊７

て
い
る
。
十
数
年
前
の
研
究
状
況
の
成
果
と
課
題
に
関
し
て
は
す
で
に
述
べ
た

事
が
あ
る　
。
そ
の
後
の
研
究
を
踏
ま
え
た
最
新
の
研
究
成
果
で
も
以
下
の
点

　＊８

は
首
肯
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る　
。
①
婿
が
妻
族
に
包
摂
さ
れ
な
い
の
で

　＊９

学
術
用
語
と
し
て
「
婿
取
婚
」
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
、
②
居
住
形
態
か
ら
は

妻
方
居
住
を
経
た
独
立
（
新
処
）
居
住
と
当
初
か
ら
の
独
立
居
住
だ
っ
た
こ
と
、

③
十
世
紀
以
降
の
婚
姻
決
定
は
妻
の
父
で
あ
り
、
ま
た
夫
に
よ
る
離
婚
が
始
ま

る
の
で
家
父
長
制
下
の
婚
姻
形
態
で
あ
る
こ
と
。

　

以
上
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
も
、
具
体
的
に
ど
の
様
な
儀
式
が
行
わ
れ
、
ど

の
様
な
婚
姻
生
活
形
態
だ
っ
た
の
か
、
史
料
に
即
し
た
具
体
的
研
究
が
必
要
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
江
守
五
夫
氏
は
、『
う
つ
ぼ
物
語
』
の

婚
姻
家
族
形
態
を
詳
細
に
検
討
し
、
妻
方
同
居
や
妻
方
提
供
の
家
屋
で
同
居
す

る
場
合
が
多
い
が
、
家
屋
に
対
し
て
は
夫
の
管
理
権
が
作
用
し
て
い
る
の
で
、

「
事
実
上
、
夫
家
に
お
け
る
夫
婦
の
同
居
│
つ
ま
り
夫
方
居
住
婚
│
と
み
て
差

し
支
え
な
い
」　

と
さ
れ
、
ま
た
栗
原
弘
氏
は
、
妻
方
同
居
後
に
夫
妻
が
移
る
家

　＊１０

屋
は
夫
方
提
供
家
屋
が
主
な
の
で
夫
方
居
住
婚
と
す
べ
き
で
あ
る
、
と
さ
れ
る

　

。
し
か
し
、
拙
稿
で
藤
原
教
通
と
藤
原
公
任
娘
の
婚
姻
家
族
形
態
を
検
討
し

　＊１１た
よ
う
に
、
婚
姻
当
初
の
妻
方
居
住
か
ら
夫
方
提
供
家
屋
に
移
っ
て
も
、
同
居

家
族
は
妻
の
両
親
な
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
平
安
中
期
に
は
夫
の
両
親
と
同

居
す
る
夫
方
居
住
は
未
成
立
で
あ
る　
。
後
世
の
夫
方
居
住
婚
、
い
わ
ゆ
る
嫁

　＊１２

入
婚
（
嫁
取
婚
）
と
は
ま
っ
た
く
相
違
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
拙
稿
で

（
五
九
）

平
安
貴
族
の
婚
姻
と
家
・
生
活

　
　

│
右
大
臣
実
資
娘
千
古
と
婿
兼
頼
の
場
合

服　

藤　

早　

苗
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平安貴族の婚姻と家・生活

検
討
し
た
よ
う
に
家
屋
の
管
理
権
や
所
有
権
が
夫
に
移
る
こ
と
も
多
い
が　
、
　＊１３

平
安
中
期
の
婚
姻
家
族
形
態
の
特
質
を
よ
り
明
確
に
象
徴
的
に
表
明
す
る
用
語

と
し
て
「
夫
方
居
住
婚
」
は
不
適
当
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る　
。
　＊１４

　

小
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
対
立
を
止
揚
す
る
た
め
に
、
史
料
に
即
し
た
具
体

的
な
婚
姻
形
態
分
析
と
し
て
右
大
臣
藤
原
実
資
の
一
人
娘
千
古
と
婿
兼
頼
と
の

婚
姻
や
同
居
、
生
活
実
態
を
検
討
し
、
平
安
中
期
の
婚
姻
決
定
過
程
や
政
治
的

行
動
、
あ
る
い
は
家
族
生
活
形
態
の
特
色
の
一
端
を
解
明
し
た
い
。

第
一
章　

婚
姻
決
定
過
程

　

藤
原
実
資
は
、
天
徳
元
年
（
九
五
七
）
に
生
ま
れ
、
永
承
元
年
（
一
〇
四
六
）

正
月
十
八
日
に
薨
じ
た
。
当
時
と
し
て
は
じ
つ
に
長
寿
で
九
十
歳
で
あ
っ
た
。

実
資
の
家
族
や
邸
宅
に
つ
い
て
は
、
高
群
氏
も
多
く
の
指
摘
が
あ
る
が　
、
吉
田

　＊１５

早
苗
氏
の
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、
娘
千
古
の
結
婚
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い

る
の
で
参
考
と
な
る　
。
拙
著
で
も
簡
単
に
触
れ
た
事
が
あ
る　
。
実
資
は
、
最

　＊１６

　＊１７

初
は
源
惟
正
に
婿
取
ら
れ
惟
正
の
二
条
邸
で
妻
方
居
住
す
る
が
、
妻
の
死
去
後
、

花
山
天
皇
女
御
だ
っ
た
婉
子
女
王
と
結
婚
し
染
殿
に
妻
方
居
住
す
る
。
と
こ
ろ

が
、
実
資
三
十
七
歳
の
時
、
二
十
二
歳
の
婉
子
女
王
が
死
去
し
、
養
父
実
頼
か

ら
伝
領
し
た
小
野
宮
第
に
移
り
生
活
す
る
。
そ
の
後
結
婚
の
要
請
も
あ
る
が
断

り
、
婉
子
女
王
の
弟
源
頼
定
の
乳
母
子
で
婉
子
女
王
に
仕
え
て
い
た
女
房
を

「
権
北
の
方
」
と
す
る
。
こ
の
「
権
北
の
方
」、
い
わ
ゆ
る
召
人
所
生
の
娘
が

『
栄
花
物
語
』
で
「
か
ぐ
や
ひ
め
」
と
記
さ
れ
る
、
実
資
の
溺
愛
し
た
娘
千
古
で

あ
る
。
本
章
で
は
、
千
古
の
婚
姻
決
定
過
程
を
主
と
し
て
実
資
の
日
記
『
小
右

記
』
か
ら
検
討
し
た
い
。
な
お
、『
小
右
記
』
引
用
の
場
合
は
年
月
日
の
み
を
記

す
こ
と
と
す
る
。

　

治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
六
月
二
十
三
日
、
養
子
の
藤
原
資
平
が
、
関
白
藤

原
頼
通
か
ら
の
、「
四
位
侍
従
師
房
を
以
て
因
縁
と
為
す
事
、
気
色
を
取
り
告
ぐ

べ
き
事
」
と
の
伝
言
を
伝
え
る
。
ま
ず
は
、
源
師
房
と
の
婚
姻
話
が
進
行
す
る
。

時
に
実
資
は
六
十
七
歳
、
千
古
は
十
三
歳
で
あ
る
。
こ
の
婚
姻
話
と
そ
の
過
程

は
、
極
め
て
興
味
深
い
。

　

源
師
房
は
、
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）、
村
上
天
皇
の
皇
子
具
平
親
王
と
為
平

親
王
女
と
の
間
に
出
生
し
た
。
二
歳
の
時
、
父
具
平
親
王
が
亡
く
な
っ
た
事
も

あ
り
、
同
母
姉
妹
隆
姫
女
王
の
婿
と
し
て
同
居
し
て
い
た
藤
原
頼
通
の
養
子
と

な
り　
、
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
十
二
月
二
十
六
日
、
十
三
歳
で
元
服
し
、
従

　＊１８

四
位
下
に
叙
位
さ
れ
た
。
上
東
門
第
西
対
で
行
わ
れ
た
元
服
の
加
冠
役
は
、
頼

通
の
要
請
で
実
資
が
勤
め
た　
。
当
時
の
元
服
で
の
加
冠
役
は
、
摂
関
家
子
息

　＊１９

元
服
に
天
皇
自
ら
冠
を
加
え
る
こ
と
も
あ
り
、
政
治
的
地
位
の
安
定
化
に
寄
与

す
る
重
要
な
役
目
で
あ
っ
た　
。
そ
の
大
役
を
実
資
は
依
頼
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　＊２０

後
に
道
長
が
没
す
る
と
、
関
白
頼
通
は
当
時
の
碩
学
で
儀
礼
に
通
じ
て
い
た
長

老
右
大
臣
実
資
に
政
治
的
助
言
を
仰
い
で
お
り　
、
こ
の
頃
か
ら
近
し
い
関
係

　＊２１

だ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

元
服
後
三
年
目
に
、
親
代
わ
り
の
頼
通
か
ら
持
ち
か
け
ら
れ
た
結
婚
話
に
、

実
資
は
す
ぐ
に
は
飛
び
つ
か
な
か
っ
た
。
頼
通
の
伝
言
に
続
け
て
、
実
資
は
、

「
こ
の
事
女
房
方
よ
り
頻
り
に
懇
切
の
御
消
息
あ
り
。
而
る
に
左
右
を
報
ぜ
ず
、

ま
ず
著
裳
の
後
、
相
次
い
で
相
定
む
べ
き
事
な
り
」（
治
安
三
年
六
月
二
十
三
日

条
）
と
記
し
て
い
る
。
隆
姫
女
王
や
師
房
の
女
房
か
ら
婚
姻
打
診
が
来
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
期
で
も
、
内
々
の
打
診
は
女
房
達
が
力
を
発
揮
し
て
い

た
事
も
興
味
深
い
。

　

六
月
二
十
八
日
、
関
白
殿
に
参
っ
た
資
平
は
、
先
日
の
返
答
を
聞
か
れ
た
の

で
、「
さ
し
た
る
御
消
息
無
き
中
、
日
ま
た
宜
し
か
ら
ず
」
と
実
資
の
意
向
を
伝

え
て
い
る
。
そ
の
後
の
応
答
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
七
月
五
日
、
実
資
は

（
六
〇
）
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陰
陽
師
安
倍
吉
平
に
千
古
の
著
裳
の
日
時
を
勘
申
さ
せ
て
お
り
、
吉
平
は
、
十

一
月
二
十
五
日
を
吉
日
と
答
え
て
い
る
。
ま
た
、
七
月
九
日
に
は
、
陰
陽
師
賀

茂
守
道
に
勘
申
さ
せ
る
と
、
同
様
に
十
一
月
二
十
五
日
と
の
答
え
だ
っ
た
。
八

月
三
日
に
は
、
資
平
や
養
子
の
資
頼
と
千
古
の
着
裳
雑
事
の
定
文
を
書
し
て
い

る
。
八
月
十
四
日
に
は
、「
嫁
娶
」
の
日
取
り
を
陰
陽
師
に
勘
申
さ
せ
、
明
年
の

四
月
甲
子
を
最
有
力
候
補
に
挙
げ
て
い
る
。
十
二
月
十
二
日
に
は
、
資
平
が

「
少
女
の
事
（
千
古
）、
関
白
に
達
す
る
に
、
悦
さ
れ
る
の
報
有
り
」
と
伝
え
、

二
十
三
日
に
は
、
千
古
の
為
に
実
資
実
子
良
円
に
百
箇
日
の
如
意
輪
供
を
は
じ

め
さ
せ
て
い
る
。
千
古
の
父
実
資
と
師
房
の
養
父
頼
通
と
の
間
で
は
、
合
意
に

達
し
、
婚
姻
に
向
け
て
着
々
と
準
備
を
す
す
め
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
十
二
月
二
十
八
日
、
法
性
寺
座
主
慶
命
が
や
っ
て
き
て
、
予
想

外
の
風
聞
を
伝
え
る
。

中
将
師
房
、
禅
門
（
道
長
）
高
松
（
明
子
）
腹
女
と
婚
さ
れ
る
由
、
大
納

言
能
信
所
談
さ
れ
る
也
。
関
白
に
問
い
申
す
に
、
一
昨
聞
く
所
あ
り
、
然

れ
ど
も
未
だ
一
定
有
ら
ず
。
禅
閤
命
ぜ
ら
れ
る
事
有
ら
ば
、
左
右
を
申
す

べ
か
ら
ず
と
。

驚
い
た
実
資
は
次
の
よ
う
な
意
中
を
記
し
て
い
る
。

師
房
の
事
度
々
関
白
の
消
息
有
り
。
こ
の
事
に
心
の
猶
予
多
し
。
頻
り
に

延
引
を
命
ず
。
去
る
二
十
三
日
、
天
台
に
お
い
て
内
供
良
円
を
以
て
百
箇

日
を
限
り
少
女
の
為
に
如
意
輪
を
供
せ
し
め
奉
る
。
件
の
師
房
の
事
、
も

し
終
始
吉
た
る
べ
く
ん
ば
、
相
違
無
か
る
べ
し
。
も
し
宜
し
か
る
べ
か
ら

ず
ん
ば
、
下
官
の
為
に
愁
い
無
か
る
べ
き
様
、
相
違
す
べ
き
由
、
祈
願
す

る
所
な
り
。
事
の
験
有
る
に
似
た
り
。

こ
の
縁
談
は
関
白
頼
通
か
ら
の
消
息
に
よ
り
進
め
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
さ

ほ
ど
乗
り
気
で
も
無
か
っ
た
よ
う
で
、
頻
り
に
延
期
さ
れ
た
。
だ
か
ら
、
二
十

三
日
の
百
箇
日
の
如
意
輪
供
も
、
師
房
の
事
が
う
ま
く
い
っ
た
ら
そ
れ
で
良
い

が
、
ダ
メ
な
場
合
は
愁
い
の
無
い
よ
う
に
祈
願
し
て
お
い
た
。
だ
か
ら
、
霊
験

が
あ
っ
た
の
だ
、
と
吐
露
し
て
い
る
。
た
し
か
に
陰
陽
師
の
日
時
勘
申
に
も
関

わ
ら
ず
千
古
の
着
裳
も
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
何
度
も
延
期
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

夜
に
や
っ
て
き
た
資
平
と
語
り
、

師
房
の
事
、
諸
人
許
さ
ず
、
還
っ
て
是
善
た
る
べ
き
か
。

と
記
し
て
い
る
。
結
局
、
翌
治
安
四
年
三
月
二
十
七
日
、

今
夜
右
中
将
師
房
、
禅
室
高
松
腹
二
娘
に
通
ず
。
大
弐
惟
憲
家
〈
上
東
門
〉

に
お
い
て
婚
礼
を
行
う
。

二
十
八
日
、
新
中
将
師
房
、
禅
室
の
聟
と
な
る
。
よ
り
て
宰
相
に
任
ぜ
ら

る
と
云
々
。
未
だ
そ
の
理
を
知
ら
ず
、
如
何
。

と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

　
「
高
松
腹
二
娘
」
と
は
、
道
長
の
次
妻
源
高
明
の
娘
明
子　
所
生
の
尊
子
で
あ

　＊２２

る
。『
栄
花
物
語
』
巻
第
二
十
一
、
後
く
ゐ
の
大
将
に
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
。東

宮
大
夫
（
頼
宗
）・
中
宮
大
夫
（
能
信
）
い
と
心
得
ず
あ
や
し
き
事
に
お

ぼ
し
む
せ
び
た
れ
ど
、
殿
の
御
前
に
せ
さ
せ
給
や
う
あ
る
べ
し
。
制
し
き

こ
え
給
は
ん
に
力
な
け
れ
ば
、
え
申
さ
せ
給
は
ず
。
今
の
大
弐
惟
憲
が
家
、

土
御
門
な
る
に
て
聟
ど
り
奉
ら
せ
給
。
そ
の
程
の
御
有
様
推
し
量
る
べ
し
。

女
君
心
よ
か
ら
ぬ
御
気
色
な
れ
ど
、
男
君
そ
れ
を
も
知
ら
ず
顔
に
て
、
遊

戯
し
お
ぼ
い
た
る
様
も
お
か
し
。
二
月
つ
ご
も
り
な
り
け
り
。
さ
れ
ど
三

月
に
ぞ
、
御
露
顕
あ
り
け
る
。　
　＊２３

尊
子
の
兄
頼
宗
や
能
信
た
ち
は
、
合
点
が
ゆ
か
ず
心
で
泣
い
て
お
り
、
女
君
尊

子
も
気
に
染
ま
な
い
様
子
で
あ
っ
た
が
、
道
長
の
決
定
に
は
逆
ら
え
な
か
っ
た
、

と
あ
る
。
道
長
の
正
妻
倫
子
腹
の
女
子
、
彰
子
・
妍
子
・
威
子
・
嬉
子
は
と
も
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に
天
皇
や
東
宮
に
入
内
し
て
お
り
、
明
子
所
生
の
女
子
を
村
上
天
皇
の
孫
と
は

い
え
臣
下
と
結
婚
さ
せ
る
の
は
納
得
が
い
か
な
い
の
で
あ
る　
。
　＊２４

　

い
っ
ぽ
う
、『
大
鏡
』
太
政
大
臣
道
長
上
で
は
、「
あ
さ
は
か
に
、
こ
こ
ろ
え

ぬ
こ
と
こ
そ
、
よ
の
人
ま
う
し
し
か
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る　
。
実
資
の
「
師
房

　＊２５

の
事
、
諸
人
不
許
」
と
同
様
な
書
き
方
で
あ
る
。
す
で
に
千
古
と
の
結
婚
話
が

着
々
と
進
行
し
て
い
る
の
を
力
で
中
止
し
、
自
分
の
娘
と
の
結
婚
を
強
行
し
た

道
長
へ
の
批
判
も
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
貴
族
層
の
婚
姻
に
、
女
房
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
諸
々
の

貴
族
の
家
に
出
入
り
す
る
僧
侶
達
が
実
質
的
な
媒
介
を
果
た
し
た
り
、
噂
を
伝

達
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
て
、
師
房
と
の
結
婚
話
が
流
れ
て
し
ま
っ
た
後
、
千
古
は
翌
年
の
万
寿
元

年
（
一
〇
二
四
）
十
二
月
十
三
日
に
着
裳
を
行
う
。
十
四
歳
だ
っ
た　
。
　＊２６

　

二
度
目
の
縁
談
は
、
道
長
の
次
妻
明
子
腹
の
長
家
と
の
婚
姻
話
で
あ
る
。
長

家
の
妻
は
、
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
八
月
に
出
産
の
為
亡
く
な
る
。
三
ヶ
月

後
の
十
一
月
三
日
に
は
、
長
家
の
婿
取
り
話
が
流
布
す
る
。
藤
原
行
成
が
定
基

僧
都
を
通
じ
て
道
長
に
娘
（
最
初
の
長
家
妻
の
妹
）
の
婿
に
所
望
し
た
と
の
噂

を
記
し
て
い
る
。
十
一
月
十
六
日
に
は
、
定
基
僧
都
が
、「
長
家
と
千
古
の
結
婚

を
実
資
が
許
諾
し
た
と
道
長
が
談
じ
て
い
る
」
と
の
説
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
、

十
八
日
に
は
道
長
が
千
古
と
の
結
婚
を
長
家
に
勧
め
て
い
る
と
定
基
や
資
平
等

が
伝
え
て
い
る
。
そ
の
後
、
万
寿
四
年
正
月
九
日
に
次
の
よ
う
な
連
絡
が
来
る
。

中
納
言
（
長
家
）
事
、
定
（
基
）
僧
都
な
ら
び
に
藤
宰
相
の
許
よ
り
吉
日

を
撰
ぶ
べ
き
の
消
息
あ
り
。
禅
室
（
道
長
）
気
色
有
る
に
よ
る
な
り
。

と
長
家
と
千
古
の
結
婚
が
決
定
し
た
と
の
報
を
得
る
。
十
日
に
は
、
陰
陽
師
守

道
に
勘
申
さ
せ
、

来
月
二
十
三
日
甲
午
、
時
亥
と
勘
ず
。
件
の
案
内
を
定
僧
都
に
示
し
遣
わ

し
お
わ
ん
ぬ
。

と
着
々
と
婚
儀
の
用
意
を
始
め
る
。
と
こ
ろ
が
、
翌
十
一
日
、

二
十
三
日
の
事
、
延
廻
す
べ
き
由
定
基
僧
都
よ
り
式
光
を
も
っ
て
消
息
あ

り
。

と
の
延
期
の
報
が
来
る
。
長
家
本
人
の
意
見
だ
と
い
う
。
そ
の
後
定
基
か
ら
消

息
が
あ
る
が
、
実
資
は
、

愚
案
、
も
し
延
廻
あ
ら
ば
永
く
以
て
止
む
べ
し
。
是
多
く
旧
縁
の
謀
計
な

り
。
種
々
内
外
祈
祷
連
々
不
断
と
云
々
。
左
右
の
恐
れ
有
り
。
諸
身
に
と

り
無
益
な
り
。

と
中
止
を
決
定
す
る
。
十
二
日
に
は
、
道
長
が
長
家
を
叱
責
し
て
お
り
、
必
ず

遂
げ
る
か
ら
、
と
の
報
も
あ
る
が
、
実
資
は
次
の
様
に
記
す
。

下
官
（
自
分
）
始
め
よ
り
欲
す
る
所
に
非
ず
。
禅
室
の
命
に
よ
り
企
て
を

思
う
所
な
り
。
ま
た
是
宿
縁
な
り
、
経
営
す
べ
か
ら
ず
、
と
今
朝
書
簡
に

注
し
定
僧
都
の
も
と
に
遣
わ
す
。

結
局
こ
の
縁
談
も
破
談
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る　
。
じ
つ
は
、
長
家
に
は
、「
女

　＊２７

院
の
中
将
の
君
と
聞
こ
ゆ
る
人
を
い
み
じ
く
お
ぼ
し
て
」　
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　＊２８

中
将
の
君
と
は
、
上
東
門
院
彰
子
の
女
房
で
、
源
高
雅
女
懿
子
で
あ
っ
た
。
父

の
決
定
に
よ
り
結
婚
し
た
二
人
の
妻
を
亡
く
し
、
自
身
が
選
ん
だ
女
房
ク
ラ
ス

の
妻
と
の
生
活
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
皮
肉
な
事
に
、
実
資
と
同
じ
で
選
択
で

あ
っ
た
。　

　

三
度
目
は
、
二
年
後
の
長
元
二
年
（
一
〇
二
九
）
閏
二
月
二
十
五
日
か
ら
始

ま
る
。
但
馬
守
能
通
が
実
資
に
「
東
宮
大
夫
頼
宗
、
便
宜
有
ら
ば
、
息
中
将

（
兼
頼
）
の
事
を
漏
ら
す
べ
し
」
と
談
じ
る
。
頼
宗
か
ら
息
子
兼
頼
と
千
古
の
婚

姻
を
打
診
す
る
よ
う
に
依
頼
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
実
資
は
、「
只
今
左
右

を
報
じ
難
し
。
諸
身
に
取
り
大
事
な
り
」
と
答
え
る
。
半
年
後
の
八
月
二
十
三

（
六
二
）
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日
、
源
則
理
が
頼
宗
の
消
息
を
伝
え
る
。
実
資
は
、「
是
例
の
事
な
り
。
大
略
、

気
色
を
示
し
了
」
と
、
記
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
同
意
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。
二

十
四
日
に
は
、「
事
一
定
す
」
と
婚
姻
が
決
定
す
る
。
二
十
六
日
に
は
、
小
野
宮

一
家
の
経
通
や
資
平
が
「
少
女
の
事
を
相
議
す
、
女
装
束
等
を
調
う
べ
き
人
々

を
書
き
出
す
。
大
略
十
一
月
中
吉
日
を
撰
び
遂
ぐ
る
べ
し
。
陰
陽
師
に
問
い
て

一
定
す
べ
し
。
木
道
工
・
車
造
・
錦
織
手
等
に
之
を
仰
せ
し
む
」
と
装
束
や
調

度
品
、
牛
車
等
の
手
配
を
始
め
る
。
千
古
の
着
裳
と
同
様
に
衣
裳
等
は
一
家
の

人
々
に
割
り
当
て
て
調
達
す
る
よ
う
で
あ
る　
。
興
味
深
い
の
は
、
九
月
二
十

　＊２９

日
に
陰
陽
師
賀
茂
守
道
を
呼
び
婚
姻
日
時
勘
申
の
際
、
六
月
月
殺
を
忌
む
べ
き

か
ど
う
か
問
題
に
な
っ
た
時
、

後
日
月
殺
例
を
尋
ね
見
る
に
、
永
延
元
年
十
二
月
十
六
日
、
金
平
、
甲
辰
、

大
歳
月
殺
に
あ
た
る
な
り（
中
略
）。
左
京
大
夫
道
長
左
府
女（
源
倫
子
）に

通
ず
。
件
の
嫁
娶
日
は
す
で
に
月
殺
な
り
。
忌
避
す
べ
か
ら
ず
。
大
幸
は

か
の
家
よ
り
開
く
な
り
。
今
年
十
一
月
二
十
六
日
、
庚
辰
、
大
歳
前
天
恩

月
殺
〈
嫁
娶
・
納
嫁
吉
〉、
か
の
日
よ
り
勝
る
か
。

と
感
慨
を
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
日
の
師
房
と
の
婚
姻
話
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
実
資
は
道
長
の
手
法
を
日
記
で
は
批
判
し
て
い
る
も
の
の
、
道
長
と
倫
子

の
結
婚
の
お
陰
で
御
堂
子
孫
に
は
大
幸
が
得
ら
れ
た
こ
と
は
納
得
し
て
お
り
、

そ
れ
に
叶
う
よ
う
に
日
程
を
決
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

婚
姻
話
の
当
事
者
は
、
道
長
の
明
子
所
生
の
頼
宗
一
男
兼
頼
で
あ
る
。
兼
頼

は
、
万
寿
三
年
（
一
〇
二
六
）
十
月
十
九
日
元
服
し
た
。
祖
父
道
長
の
養
子
と

な
り
従
五
位
上
を
叙
位
さ
れ
て
い
る　
。
道
長
次
妻
腹
子
孫
だ
が
、
道
長
の
養

　＊３０

子
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
期
で
は
有
望
だ
っ
た
。
千
古
と
兼
頼
は
十
九
歳
の
同

年
だ
っ
た
。
誠
に
残
念
な
が
ら
、
二
人
の
結
婚
儀
式
が
何
時
だ
っ
た
の
か
、『
小

右
記
』
長
元
二
年
十
月
か
ら
三
年
四
月
五
日
ま
で
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
不
明

で
あ
る
。
長
元
三
年
四
月
七
日
に
は
、「
今
朝
よ
り
中
将
（
兼
頼
）
悩
煩
す
。
身

熱
く
頭
を
打
ち
大
い
に
苦
辛
す
」
と
あ
り
、
す
で
に
千
古
と
結
婚
し
て
実
資
と

同
居
し
て
い
る
。
長
元
四
年
二
月
十
一
日
に
は
、「
今
物
忌
明
く
。
只
北
門
を

開
く
。
中
将
物
忌
に
よ
り
東
門
は
開
か
ず
」
と
あ
る
か
ら
、
小
野
宮
第
東
対
に

千
古
と
一
緒
に
住
ん
で
い
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る　
。
な
お
、「
婚
姻
儀
式
後

　＊３１

い
つ
か
ら
同
居
が
開
始
さ
れ
る
の
か
」、
に
つ
い
て
も
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、

摂
関
家
の
子
弟
の
婚
姻
実
態
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
た
増
田
繁
夫
氏
が
十
世
紀
後

期
の
道
長
か
ら
婚
姻
儀
式
直
後
の
同
居
が
開
始
さ
れ
た
と
推
察
さ
れ
て
い
る
説

に
首
肯
し
た
い
と
考
え
て
い
る　
。
　＊３２

　

以
上
、
実
資
娘
千
古
と
師
房
・
兼
頼
と
の
婚
姻
締
結
へ
の
プ
ロ
セ
ス
を
検
討

し
た
。
第
一
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
若
い
男
女
の
父
同
士
が
決
定
す
る
点
で
あ

る
。
関
口
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
家
父
長
制
的
婚
姻
決
定
の
実
態
が
確
認
で
き
る

点
で
あ
る
。
第
二
に
、
女
房
や
僧
侶
が
噂
を
媒
介
し
、
結
婚
話
も
媒
介
す
る
点

で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
貴
族
層
か
ら
依
頼
を
受
け
経
供
養
な
ど
で
渡
り
歩
く
僧

侶
が
媒
介
を
果
た
す
の
は
興
味
深
い
。
第
三
は
、
政
治
的
思
惑
を
背
景
に
、
す

ぐ
に
は
決
定
し
な
い
点
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
結
婚
儀
式
寸
前
に
破
談
に
な
る

場
合
も
存
在
す
る
こ
と
が
見
て
取
れ
た
。
当
事
者
の
娘
は
ど
の
よ
う
な
感
慨
を

持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
四
に
、
縁
談
相
手
の
源
師
房
、
藤
原
長
家
、
藤
原

兼
頼
と
も
に
公
卿
層
、
と
り
わ
け
皇
親
や
大
臣
ク
ラ
ス
の
子
息
で
あ
り
、
実
資

と
同
階
層
の
縁
談
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
か
つ
て
『
蜻
蛉
日
記
』
作
者

の
日
記
作
成
意
図
を
推
察
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
十
世
紀
中
頃
は
摂
関
家
の
息

子
と
受
領
層
の
娘
と
の
結
婚
が
多
か
っ
た　
。
し
か
し
、
十
世
紀
末
か
ら
十
一

　＊３３

世
紀
以
降
は
同
階
層
同
士
の
結
婚
と
な
る
の
で
あ
る
。
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第
二
章　

舅
と
婿
の
生
活
と
経
済

第
一
節　

経
済
的
援
助

　

千
古
と
結
婚
し
た
兼
頼
は
、
先
学
が
指
摘
す
る
よ
う
に
実
資
の
小
野
宮
第
で

同
居
し
た
。
な
お
、『
小
右
記
』
に
は
、「
嫁
娶
」
の
語
が
頻
出
す
る
が
、
け
っ

し
て
嫁
取
り
で
は
な
く
、「
婿
取
り
」
で
あ
り
、
婚
姻
当
初
は
妻
方
居
住
で
あ
っ

た　
。
で
は
、
ど
の
様
な
生
活
や
経
済
関
係
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
。
こ
こ
で

　＊３４
は
、
舅
実
資
と
婿
兼
頼
と
の
日
常
生
活
を
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、
第
一
節
で
は

経
済
的
援
助
を
検
討
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
後
の
『
小
右
記
』
は
長
元
五
年

（
一
〇
三
二
）
ま
で
し
か
の
こ
っ
て
お
ら
ず
、
主
と
し
て
そ
の
範
囲
内
で
の
検
討

で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
史
料
に
散
見
さ
れ
る
の
は
、
舅　
実
資
が
若
い
婿
兼
頼
の
装
束
を
調

　＊３５

整
し
支
給
す
る
点
で
あ
る
。
長
元
三
年
九
月
二
十
一
日
に
行
わ
れ
た
関
白
頼
通

の
石
清
水
八
幡
参
詣
に
同
行
す
る
兼
頼
に
、
装
束
等
を
支
給
し
て
い
る
。
十
八

日
に
は
「
中
将
随
身
四
人
に
装
束
を
支
給
す
。〈
紅
染
衵
一
襲
・
狩
袴
布
腰
料
絹

並
び
に
各
二
疋
〉」、
十
九
日
に
は
「
中
持
（
将
）
に
韓
櫃
・
衣
櫃
等
を
随
身
せ

し
む
。
剣
・
帯
・
雑
具
・
朝
衣
等
此
の
韓
櫃
等
に
納
む
。
中
将
、
関
白
御
共
に

扈
従
す
べ
し
。
よ
り
て
殊
に
給
る
所
な
り
」
と
あ
り
、
関
白
参
詣
を
荘
厳
化
す

る
随
行
者
の
華
麗
な
衣
裳
や
道
具
類
を
舅
実
資
が
調
達
し
て
い
る
。
ま
た
、
長

元
五
年
十
一
月
十
一
日
に
は
、「
石
見
牧
の
牛
三
頭
を
人
々
に
頒
与
す
。〈
律

師
・
宰
相
中
将
・
知
道
朝
臣
〉」
と
、
実
資
の
荘
園
牧
か
ら
の
馬
を
婿
に
与
え
て

い
る
。
当
時
の
乗
り
物
と
し
て
の
馬
は
貴
族
層
の
生
活
必
需
品
で
あ
っ
た
。

　

第
二
に
、
若
い
中
将
兼
頼
の
随
身
や
従
者
等
へ
の
節
料
や
禄
等
の
代
行
的
支

援
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
長
元
四
年
七
月
十
二
日
に
は
、

所
々
の
節
料
、
中
将
の
随
身
・
雑
色
等
に
給
わ
し
む
。
雑
色
所
に
手
作
布

百
五
十
段
・
八
木
（
米
）
十
石
、
中
将
乳
母
に
節
料
米
二
十
石
を
給
う
。

と
あ
り
、
中
将
兼
頼
の
随
身
や
雑
色
、
あ
る
い
は
乳
母
に
実
資
が
節
料
を
負
担

し
て
い
る
。
同
年
九
月
二
十
四
日
に
は
、「
中
将
随
身
四
人
に
装
束
、
衵
各
二
重

〈
紅
花
染
・
茜
染
、
皆 

〉・
袴
各
一
腰
、
但
し
狩
袴
料
の
六
丈
細
美
布
各
二
端
」

と
、
や
は
り
実
資
が
兼
頼
の
従
者
に
衣
料
を
支
給
し
て
い
る
。「
兼
頼
の
乳
母
」

や
「
兼
頼
の
随
身
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
あ
く
ま
で
主
は
兼
頼
で
あ
る
が
、

舅
実
資
が
代
行
し
て
送
っ
た
の
で
あ
る
。
婿
の
随
身
等
へ
の
七
月
や
晦
日
近
く

の
節
料
支
給
史
料
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

　

大
切
な
馬
を
支
給
す
る
場
合
も
あ
る
。
長
元
四
年
九
月
三
日
に
伯
耆
国
の
八

橋
野
牧
か
ら
牽
か
れ
た
馬
五
疋
を
人
々
に
分
給
し
て
い
る
が
、「
西
宅
の
為
資

朝
臣　
・
知
通
朝
臣　
・
茂
親
・
随
身 
去 
正
、
三
位
中
将
に
給
わ
る
所
な
り
」
と

マ
マ

　＊３６

　＊３７

あ
り
、
西
宅
に
住
む　
兼
頼
と
千
古
の
家
司
や
随
身
に
与
え
て
い
る
。
他
に
も

　＊３８

多
く
の
史
料
が
あ
る
。

　

第
三
に
、
婿
兼
頼
の
名
で
の
代
行
的
献
上
・
貢
納
行
為
で
あ
る
。
長
元
三
年

八
月
二
十
六
日
、
兼
頼
か
ら
、
赴
任
す
る
上
野
介
良
任
へ
賜
与
す
る
馬
が
な
い
、

と
の
依
頼
で
馬
を
一
匹
与
え
て
い
る
。
長
元
四
年
八
月
十
一
日
、「
池
の
蓮
実

を
東
宮
に
献
ず
。
是
中
将
（
兼
頼
）
献
ず
な
り
」
と
婿
の
名
前
で
蓮
の
実
を
献

上
し
て
い
る
。
長
元
五
年
十
一
月
二
十
八
日
に
は
、「
余
の
地
摺
袴
、
宰
相
中
将

相
加
え
、
随
身
公
行
を
差
し
蔵
人
所
に
奉
る
」
と
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　

　

以
上
、
娘
と
婿
へ
の
経
済
的
援
助
の
史
料
を
い
く
つ
か
提
示
し
た
が
、
第
一

の
婿
へ
の
衣
料
や
生
活
物
資
の
調
整
支
給
は
す
で
に
高
群
逸
枝
氏
も
指
摘
し
、

『
栄
花
物
語
』
等
に
も
散
見
さ
れ
て
い
る　
が
、
実
資
の
日
記
に
も
頻
出
し
確
認

　＊３９

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
資
の
養
孫
資
房
が
、
同
居
の
舅
源
経
相
の
死
去
の
際
、

「
予
、
親
附
の
後
十
八
箇
年
、
今
に
至
る
ま
で
そ
の
志
薄
し
と
雖
も
、
衣
食
等
の

雑
事
、
巨
細
皆
彼
人
の
養
顧
に
在
り
。
又
父
子
に
異
な
ら
ざ
る
な
り
」　

と
嘆
い

　＊４０

（
六
四
）
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た
こ
と
は
、
す
で
に
検
討
し
た　
。
衣
食
や
日
常
品
は
、
同
居
の
妻
の
父
母
が
心

　＊４１

細
や
か
な
気
配
り
を
す
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
婿
の
従
者
等
へ
の
衣
食
の
支
給

も
、『
新
猿
楽
記
』
の
理
想
的
に
描
写
さ
れ
る
次
妻
に
、「
従
者
・
眷
属
、
皆
こ

の
女
房
の
徳
に
よ
れ
り
」　

と
あ
る
点
や
、
資
房
舅
の
後
妻
が
従
者
達
に
遺
物
を

　＊４２

分
与
し
な
か
っ
た
の
で
逃
亡
さ
れ
た
点
等
か
ら　
、
一
般
的
だ
っ
た
事
が
う
か

　＊４３

が
え
る
。
第
三
の
代
行
的
経
済
行
為
は
、
以
上
の
二
つ
と
同
趣
旨
で
あ
ろ
う
。

第
二
節　

儀
式
・
職
務
等
の
指
導
・
代
行

　

つ
い
で
舅
実
資
に
よ
る
婿
へ
の
配
慮
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
婿
の
官
職

に
も
と
づ
く
朝
廷
の
儀
式
分
担
や
職
務
の
指
導
や
代
行
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に

儀
式
の
指
導
が
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
長
元
五
年
正
月
二
十
三
日
、「
宰
相

着
座
の
事
、
余
堀
河
院
（
頼
宗
）
に
示
達
し
て
云
わ
く
、
年
少
の
人
、
営
着
す

べ
か
ら
ず
。
聊
か
聞
く
と
こ
ろ
あ
る
ゆ
え
な
り
。
報
じ
て
云
わ
く
、
専
一
の
事

に
有
ら
ず
、
着
す
べ
か
ら
ず
。
命
に
随
う
べ
し
と
者
れ
ば
、
年
少
早
く
衙
す
る

は
謗
難
あ
る
か
」
と
、
頼
宗
に
助
言
し
て
い
る
。
兼
頼
は
、
昨
年
十
二
月
二
十

六
日
、
参
議
に
任
じ
ら
れ
て
お
り　
、
そ
の
着
座
に
つ
い
て
の
風
聞
が
実
資
の
耳

　＊４４

に
届
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
実
資
は
、
兼
頼
の
実
父
頼
宗
に
教
示
し
、
頼
宗
も
実

資
の
指
摘
に
随
う
こ
と
を
返
答
し
て
い
る
。
当
時
七
十
五
歳
の
実
資
は
、
博
識

で
朝
廷
行
事
に
対
し
て
は
「
生
き
字
引
」
的
尊
敬
を
受
け
て
い
た
の
で
、
頼
宗

も
随
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

普
段
か
ら
兼
頼
と
頼
宗
に
指
導
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
最
も
良
く
う

か
が
え
る
の
は
次
の
史
料
で
あ
る
。
長
元
四
年
正
月
十
七
日
、
養
子
の
資
平
が

や
っ
て
き
て
語
っ
て
い
る
。

昨
日
（
内
脱
力
）
弁
東
宮
大
夫
（
頼
宗
）
思
い
の
外
失
無
き
な
り
。
東
宮

大
夫
為
資
を
も
っ
て
消
息
に
云
わ
く
。
昨
の
内
弁
奉
仕
、
殊
に
失
な
き
と

存
ず
。
是
た
だ
汝
の
恩
な
り
。
中
納
言
（
資
平
）
申
す
所
有
り
や
。
中
将

（
兼
頼
）
人
に
褒
め
ら
る
る
は
、
汝
の
教
喩
に
よ
る
な
り
。
其
の
流
に
よ
り

内
弁
の
失
を
致
さ
ず
。
何
事
も
之
の
如
し
。

昨
日
十
六
日
の
踏
歌
節
会
の
責
任
者
た
る
内
弁
を
務
め
て
い
た
頼
宗
が
、
間
違

い
な
く
職
務
を
執
行
で
き
た
の
は
実
資
の
お
陰
で
あ
り
、
日
頃
兼
頼
が
人
に
誉

め
ら
れ
る
の
は
舅
実
資
の
指
導
の
お
陰
で
あ
る
、
と
深
謝
の
言
葉
を
伝
え
さ
せ

て
い
る
。
以
前
、
実
資
は
、
頼
宗
の
失
錯
が
多
い
こ
と
を
日
記
に
書
き
留
め
て

お
り　
、
頼
宗
は
あ
ま
り
有
能
な
公
卿
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
自
身
も
自

　＊４５

覚
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
息
子
な
の
に
人
々
に
誉
め
ら
れ
る
職
務

遂
行
は
、
当
然
な
が
ら
舅
実
資
の
指
導
で
あ
り
、
人
々
に
も
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
は
、
担
当
職
務
を
実
質
的
に
は
代
行
す
る
事
例
が
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。

長
元
五
年
十
一
月
新
嘗
祭
の
五
節
舞
姫
献
上
は
、
新
参
議
兼
頼
の
負
担
だ
っ
た
。

十
一
月
十
九
日
に
は
、「
木
工
頭
挙
周
燈
台
七
本
〈
一
本
は
短
〉、
炭
櫃
二
口
、

俎
二
枚
を
進
む
。
宰
相
中
将
五
節
事
に
よ
り
仰
せ
る
所
な
り
。
余
彼
の
寮
の
検

校
た
る
な
り
」
と
、
木
工
寮
検
校
の
実
資
は
、
兼
頼
の
五
節
献
上
に
必
要
な
燈

台
等
の
物
資
を
進
上
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ
を
嚆
矢
に
、
十
九
日
か
ら
二
十
日
に

は
、
五
節
舞
姫
の
小
師
を
迎
え
、
舞
姫
（
前
長
門
守
定
雅
女
）
を
教
習
さ
せ
、

小
師
に
菓
子
や
絹
三
疋
・
綿
三
屯
・
米
五
石
を
、
従
女
に
も
禄
や
食
を
与
え
る
。

二
十
一
日
己
丑
の
五
節
帳
台
試
に
は
、「
五
節
所
に
雑
物
等
を
運
び
遣
わ
す
」。

二
十
二
日
庚
寅
に
は
、
舞
姫
が
病
ん
だ
の
で
前
例
を
調
べ
る
。
二
十
三
日
辛
卯

の
五
節
童
女
御
覧
、
二
十
四
日
豊
明
節
会
等
も
詳
し
く
記
し
て
い
る
。
中
で
も
、

注
目
さ
れ
る
の
は
次
の
文
言
で
あ
る
。

宰
相
中
将
五
節
を
献
ず
。
経
営
は
下
官
（
実
資
）
経
営
の
如
し
。
早
朝
よ

り
五
節
所
〈
五
節
所
は
巽
角
な
り
〉
に
雑
物
等
を
運
び
遣
わ
す
。
今
日
の
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平安貴族の婚姻と家・生活

童
女
装
束
は
人
々
に
仰
せ
調
え
し
む
所
な
り
。

「
経
営
は
下
官
の
経
営
の
如
し
」
と
は
、「
ま
る
で
自
分
が
経
営
し
て
い
る
よ
う

だ
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
実
資
は
、
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
に
五
節
舞

姫
献
上
を
行
っ
て
い
る　
が
、
七
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
実
資
が
自

　＊４６

分
の
こ
と
の
よ
う
に
経
営
し
た
、
と
い
っ
て
も
経
営
主
体
は
あ
く
ま
で
も
兼
頼

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
々
に
分
配
し
て
調
達
さ
せ
た
必
要
品
か
ら
う
か
が
え
る
。

童
女
装
束
は
頼
宗
、
下
仕
装
束
は
実
資
、
舞
姫
前
駈
の
饗
は
兼
頼
侍
所
、
牛
車

は
実
資
・
頼
宗
・
兼
経
・
重
尹
・
兼
頼
等
、
舞
師
膳
は
頼
宗
、
殿
上 

飯
は
長

家
等
が
調
備
し
て
い
る
。
ま
た
、
上
東
門
院
彰
子
か
ら
は
童
女
装
束
、
東
宮
敦

良
親
王
か
ら
は
下
仕
装
束
が
贈
ら
れ
て
お
り
、「
件
の
装
束
は
は
な
は
だ
鮮
明

無
比
な
り
」（
二
十
三
日
条
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
兼
経
は
道
綱
息
で
あ
り
御
堂

一
家
、
長
家
は
兼
頼
の
叔
父
、
彰
子
は
伯
母
、
東
宮
は
従
兄
弟
で
あ
る
。
実
資

の
舞
姫
献
上
に
つ
い
て
は
か
つ
て
考
察
し
た
が
、
必
要
な
物
資
を
割
り
当
て
ら

れ
調
達
し
た
の
は
実
資
の
父
系
親
族
小
野
宮
一
家
で
あ
っ
た　
。
と
こ
ろ
が
今

　＊４７

回
は
、
兼
頼
の
実
父
や
従
兄
弟
等
、
つ
ま
り
兼
頼
の
父
系
親
族
が
調
達
し
て
い

る
。
実
資
は
、
兼
頼
の
代
行
と
し
て
経
営
を
行
い
、
兼
頼
の
父
系
親
族
に
分
配

し
た
の
で
あ
る
。
指
導
の
み
な
ら
ず
、
実
質
的
な
代
行
的
行
為
も
行
っ
た
事
が

う
か
が
え
よ
う
。

　

摂
関
期
の
儀
式
書
と
し
て
重
要
な
『
北
山
抄
』
は
、
藤
原
公
任
が
娘
婿
藤
原

教
通
の
た
め
に
著
し
た
書
物
で
あ
る
こ
と
は
大
変
著
名
で
あ
る
。
実
資
が
自
著

『
小
野
宮
年
中
行
事
』
を
も
と
に
、
婿
兼
頼
に
儀
式
指
導
を
行
っ
た
の
は
確
実
で

あ
ろ
う
。

第
三
節　

実
資
一
家
と
頼
宗
一
家

　

経
済
的
援
助
と
儀
式
や
職
務
指
導
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
さ
ら
に
日
記
を
見

る
と
、
実
資
の
親
族
と
婿
兼
頼
と
の
日
常
的
に
親
密
な
行
動
が
散
見
さ
れ
る
点

も
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は
、
実
資
一
家
親
族
と
の
交
流
で
あ
る
。
長
元

三
年
九
月
三
十
日
、
修
法
結
願
で
後
加
持
を
受
け
る
際
、「
三
位
中
将
（
兼
頼
）・

権
弁
経
任
・
左
少
将
資
房
・
少
納
言
資
高
聴
聞
す
」
と
あ
る
が
、
実
資
に
と
っ

て
、
経
任
は
甥
、
資
房
は
養
孫
、
資
高
は
養
子
で
あ
る
。
長
元
四
年
二
月
三
十

日
の
経
供
養
に
は
、「
右
衛
門
督
（
経
通
）・
三
位
中
将
（
兼
頼
）・
左
少
将
資

房
・
右
馬
頭
守
隆
・
少
納
言
資
高
・
左
少
将
経
季
」
が
聴
聞
し
て
お
り
、
経
通

は
甥
、
経
季
は
養
子
で
あ
る
。
実
資
一
家
の
参
加
す
る
行
事
に
婿
と
し
て
参
加

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、
実
資
と
頼
宗
と
の
交
流
も
多
い
。
長
元
四
年
三
月
二
十
三
日
、

頼
宗
妻
・
兼
頼
母
が
急
病
に
な
っ
た
が
、
翌
日
実
資
は
家
司
を
遣
わ
し
見
舞
っ

て
い
る
。
兼
頼
母
故
伊
周
女
は
、
病
気
が
ち
で
た
び
た
び
病
ん
で
い
る
が
、
そ

の
都
度
兼
頼
は
実
家
に
帰
り
、
実
資
は
家
司
に
見
舞
い
に
行
か
せ
、
薬
を
給

わ
っ
た
り
、
兼
頼
の
名
で
母
の
た
め
に
修
法
を
行
っ
た
り
と
、
親
し
い
親
族
交

流
を
行
っ
て
い
る
。
七
月
二
日
に
は
頼
宗
が
小
野
宮
宅
を
訪
れ
息
子
を
訪
問
し
、

実
資
と
も
親
し
く
談
話
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
頼
宗
は
た
び
た
び
小
野
宮

邸
を
訪
れ
実
資
と
清
談
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
兼
頼
も
実
家
を
し
ば
し
ば
訪
れ
て
、
実
父
か
ら
の
助
言
を
受
け
る
。

た
と
え
ば
、
長
元
四
年
七
月
五
日
、「
中
将
厳
父
、
使
為
資
に
示
し
遣
わ
し
云
わ

く
、
中
将
枯
槁
す
、
肉
を
服
さ
し
め
ん
と
欲
す
。
報
じ
て
云
わ
く
、
何
事
有
る

や
」
と
、
頼
宗
か
ら
実
資
に
兼
頼
は
窶
れ
て
い
る
の
で
獣
肉
を
食
べ
さ
せ
て
欲

し
い
と
連
絡
す
る
が
、
実
資
は
「
何
事
か
」
と
い
ぶ
か
し
が
っ
て
い
る
。
二
十

三
日
に
は
、「
中
将
今
日
宍
を
咋
う
べ
し
、
よ
り
て
去
夕
に
西
隣
に
宿
す
。
少
女

同
じ
く
彼
の
宅
に
在
り
。
彼
の
父
服
を
勧
め
る
に
よ
る
な
り
。
腹
中
不
例
、
飲

食
多
減
し
、
顔
色
憔
悴
す
、
よ
り
て
服
す
、
余
口
入
せ
ず
」
と
あ
り
、
実
父
頼

（
六
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宗
の
命
に
よ
り
兼
頼
は
獣
肉
を
食
し
て
い
る
。
食
欲
不
振
に
よ
る
窶
れ
に
肉
食

が
効
果
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
父
に
よ
る
指

導
や
助
言
を
受
け
容
れ
る
史
料
も
多
い
。

　

兼
頼
は
舅
実
資
や
小
野
宮
一
家
と
日
常
的
に
交
流
す
る
こ
と
は
多
く
て
も
、

実
父
と
の
交
流
も
多
く
、
助
言
を
受
け
容
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
政
治
的
行
為

は
、
む
し
ろ
実
家
の
父
系
的
親
族
の
一
員
と
し
て
行
動
を
し
て
お
り
、
所
属
は

あ
く
ま
で
も
父
系
親
族
集
団
で
あ
っ
た
。
長
元
三
年
九
月
二
十
日
か
ら
二
十
二

日
に
か
け
て
、
関
白
頼
通
が
石
清
水
八
幡
宮
に
参
詣
し
た
が
、
兼
頼
は
頼
宗
と

共
に
同
行
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
兼
頼
や
随
身
を
荘
厳
化
す
る
た
め
の
装
束
や

馬
具
等
を
実
資
が
与
え
た
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
帰
途
に
頼
通
た
ち

が
脱
衣
し
遊
女
に
与
え
た
が
、
兼
頼
も
同
じ
よ
う
に
与
え
た
事
を
実
資
は
伝
聞

し
記
し
て
い
る
。
頼
通
達
御
堂
一
家
へ
の
批
判
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
長
元
四

年
正
月
一
日
、
兼
頼
は
妻
方
に
は
お
ら
ず
、
実
父
頼
宗
邸
に
居
る
よ
う
で
あ
る
。

実
資
は
資
平
の
拝
礼
を
受
け
、
資
高
を
従
え
内
裏
に
参
入
し
小
朝
拝
に
参
加
す

る
。
そ
の
後
節
会
の
途
中
で
退
出
す
る
が
、
そ
の
際
、
経
通
・
資
平
・
兼
頼
が

輦
車
ま
で
送
っ
て
い
る
。
二
日
に
は
関
白
藤
原
頼
通
の
臨
時
客
に
参
入
す
る
が
、

経
通
・
資
平
・
資
房
・
資
高
・
経
季
等
は
実
資
に
相
従
う
が
、「
三
位
中
将
は
先

ず
参
り
、
地
上
に
居
り
出
迎
え
る
」
と
あ
る
。
兼
頼
は
頼
通
一
家
と
し
て
実
資

を
迎
え
る
側
で
あ
る
。
同
年
三
月
五
日
、
上
東
門
院
彰
子
が
急
に
白
川
邸
で
桜

を
見
る
事
に
な
り
兼
頼
は
呼
び
出
さ
れ
る
。
結
局
、
雨
に
な
り
延
期
さ
れ
、
八

日
つ
い
に
中
止
に
な
る
が
、
御
堂
一
家
の
一
員
と
し
て
兼
頼
は
呼
び
出
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
九
月
二
十
五
日
に
は
、
彰
子
が
石
清
水
八
幡
・
住
吉
社
・
四
天
王

寺
等
に
行
幸
す
る
が
、
兼
頼
も
同
行
す
る
。
前
日
に
は
兼
頼
随
身
に
装
束
を
給

わ
っ
て
い
る
。
こ
の
行
幸
は
華
美
を
尽
く
し
た
華
々
し
い
も
の
で
あ
り　
、
実
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資
は
批
判
的
に
記
し
て
い
る
が
、
千
古
と
一
緒
に
、
婿
の
晴
れ
姿
を
見
物
し
て

い
る
。

　

以
上
か
ら
、
婚
姻
当
初
は
間
違
い
な
く
妻
方
同
居
で
あ
り
、
日
常
生
活
で
は

妻
の
両
親
か
ら
生
活
物
資
の
援
助
や
儀
式
・
職
務
等
の
指
導
助
言
を
受
け
、
経

供
養
等
で
は
妻
方
親
族
と
親
し
い
交
流
を
行
う
も
の
の
、
貴
族
層
に
と
っ
て
最

も
重
要
な
政
治
的
儀
式
や
行
事
等
で
は
、
実
家
の
父
系
親
族
と
の
緊
密
な
関
係

が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
点
で
は
、
関
口
氏
の
高
群
批
判

の
よ
う
に
、
妻
方
居
住
し
て
も
妻
族
と
し
て
妻
方
親
族
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

第
四
節　

実
資
の
「
家
」
と
兼
頼
の
「
家
」

　

舅
実
資
が
婿
兼
頼
に
経
済
援
助
や
儀
式
職
務
の
指
導
助
言
を
行
い
、
緊
密
な

日
常
交
流
が
あ
っ
て
も
、
政
治
的
行
為
や
行
動
は
実
家
の
親
族
や
一
家
と
行
動

を
共
に
す
る
事
を
み
た
。
で
は
、
実
資
と
兼
頼
の
各
「
家
」
は
ど
の
よ
う
な
関

係
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
こ
こ
で
は
、
舅
と
婿
の
「
家
」
を
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
兼
頼
は
家
司
や
随
身
を
独
自
に
保
持
し
て
お
り
、
実
資
の
そ
れ
と
は

別
だ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
随
身
に
つ
い
て
は
中
将
の
役
職
に
対
応
し
て

朝
廷
か
ら
賜
与
さ
れ
て
お
り
、
独
自
で
あ
る
点
は
当
然
で
あ
る
。
家
司
に
つ
い

て
は
、
た
と
え
ば
為
資
を
検
討
す
る
と
、
本
来
は
頼
宗
の
家
司
で
あ
っ
た
。
万

寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
四
月
十
五
日
の
賀
茂
祭
に
事
件
が
起
こ
っ
た
。
行
事
の

責
任
者
的
役
割
の
上
卿
だ
っ
た
藤
原
行
成
が
、
行
列
次
第
を
見
る
た
め
に
す
で

に
あ
っ
た
女
車
を
退
か
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
車
に
は
頼
宗
が
乗
っ
て
お
り

頼
宗
の
従
者
た
ち
が
行
成
を
罵
倒
す
る
。
行
成
が
関
白
頼
通
に
陳
情
し
た
た
め
、

頼
通
の
使
者
が
来
る
が
、
使
者
も
罵
倒
陵
辱
さ
れ
る
。
後
で
行
成
は
実
資
に
、

「
頼
宗
の
従
者
た
ち
は
行
成
の
従
者
の
狩
衣
の
肩
を
破
っ
た
り
刀
を
抜
い
た
り

し
た
の
で
、
行
成
の
雑
人
た
ち
は
太
刀
打
ち
出
来
ず
面
目
が
失
わ
れ
た
が
、
只
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今
の
ご
時
世
な
の
で
打
ち
合
わ
な
か
っ
た
」
と
語
っ
た
が
、
最
後
に
、「
件
の
女

車
東
宮
大
夫
（
頼
宗
）
家
司
為
資
朝
臣
の
出
車
な
り
と
云
々
。」
と
あ
る
。
為
資

は
、
頼
宗
の
家
司
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
先
述
の
長
元
四
年
九
月
三
日
、
実
資

が
兼
頼
の
名
代
で
馬
を
分
給
し
た
中
に
為
資
朝
臣
が
あ
っ
た
か
ら
、
為
資
は
兼

頼
の
家
司
で
も
あ
っ
た
。
家
司
が
親
子
に
仕
え
る
こ
と
は
こ
の
期
で
も
周
知
の

と
こ
ろ
で
あ
る
。
兼
頼
の
家
司
は
、
舅
実
資
と
の
関
係
で
は
な
く
実
父
の
関
係

で
任
命
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
舅
実
資
と
は
別
の
家
政
機
関
を
保
持
し
て
い
た
こ

と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
長
元
四
年
七
月
二
十
一
日
の
史
料
で
あ
る
。

為
資
朝
臣
三
位
中
将
の
丹
波
封
解
文
・
下
文
を
持
ち
来
た
り
て
云
わ
く
、

大
夫
（
頼
宗
）
消
息
に
云
わ
く
、
下
官
自
由
に
す
べ
し
。
余
答
え
て
云
わ

く
、
更
に
請
け
取
る
べ
か
ら
ず
、
大
夫
の
進
止
に
在
る
べ
し
、
返
授
し
了

ぬ
。
解
文
に
油
を
載
せ
ざ
る
は
如
何
。

兼
頼
の
国
家
的
給
付
物
た
る
丹
波
国
封
戸
収
入
の
管
理
運
営
を
誰
が
行
う
か
、

こ
こ
で
駆
け
引
き
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
父
頼
宗
は
、
兼
頼
の
舅
実

資
に
委
ね
よ
う
と
す
る
が
、
実
資
は
断
わ
り
実
父
に
戻
し
て
い
る
。
そ
の
後
、

こ
の
封
戸
の
記
事
は
な
い
の
で
頼
宗
が
管
理
運
営
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と

思
わ
れ
る
。
実
資
は
右
大
臣
の
地
位
に
基
づ
く
莫
大
な
経
済
力
を
背
景
に
、
婿

の
日
常
的
経
済
的
援
助
は
す
る
も
の
の
、
婿
の
収
入
は
包
摂
し
な
い
の
で
あ
る
。

舅
と
婿
は
同
居
し
て
い
て
も
、
家
産
や
家
計
は
別
で
あ
り
、
別
「
家
」
で
あ
り
、

婿
兼
頼
は
、
不
同
居
の
実
父
の
家
産
や
家
財
と
む
し
ろ
緊
密
な
の
で
あ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
か
つ
て
舅
源
経
相
と
婿
藤
原
資
房
の
「
家
」
と
家
族
形
態

を
検
討
し
、
結
婚
以
来
十
七
年
間
資
房
は
妻
方
居
住
し
、
妻
の
両
親
と
同
居
し
、

生
活
や
経
済
的
援
助
を
受
け
、
家
屋
も
舅
か
ら
継
承
さ
れ
た
が
、
経
相
と
資
房

の
所
有
と
経
済
は
別
で
あ
り
、
別
「
家
」
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た　
。
実
資
と

　＊４９

兼
頼
も
同
様
な
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
所
有
や
経
営
に
つ

い
て
は
、
実
父
と
の
関
係
が
密
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
よ
う
。
十
一
世
紀
中

頃
、
上
層
貴
族
層
で
は
父
子
が
各
「
家
」
を
保
持
し
つ
つ
、
そ
の
上
で
関
係
を

強
め
て
い
く
時
期
と
考
え
ら
れ
る　
。
　＊５０

　

た
だ
し
、
当
該
期
は
父
子
関
係
が
緊
密
で
あ
る
も
の
の
、
舅
と
婿
の
関
係
も

親
密
で
あ
り
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
当
該
期
の
家
族
や
親

族
や
生
活
を
考
え
る
際
、
注
目
し
て
お
く
べ
き
と
考
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

長
元
四
年
七
月
二
十
日
の
こ
と
で
あ
る
。

為
資
朝
臣
、
小
一
条
院
の
仰
せ
を
伝
え
て
云
わ
く
。
院
の
牛
付
き
従
者
と

家
の
牛
童
従
者
と
乱
闘
す
、
糺
す
べ
し
と
者
れ
ば
、
下
官
に
触
る
る
べ
か

ら
ず
、
中
将
に
問
う
べ
し
と
者
り
。
驚
き
な
が
ら
牛
童
並
び
に
従
者
童
三

人
を
召
し
取
り
之
を
奉
る
。
即
ち
返
し
給
わ
ら
れ
、
各
牛
童
の
中
、
相
定

む
べ
き
事
な
り
と
者
れ
ば
、
各
尋
問
す
べ
き
の
由
仰
す
。
た
だ
し
、
院
の

牛
童
従
者
の
為
に
、
狩
衣
な
ら
び
に
小
刀
を
奪
わ
れ
る
の
間
、
腹
切
り
血

出
ず
と
云
々
。
俊
遠
の
牛
童
の
為
に
打
ち
調
ぜ
ら
る
と
云
々
。
事
頗
る
縦

横
な
り
。

小
一
条
院
の
牛
付
き
従
者
と
、
実
資
家
の
牛
童
や
従
者
と
の
乱
闘
に
関
し
て
、

小
一
条
院
は
実
資
で
は
な
く
婿
の
兼
頼
に
問
い
合
わ
せ
る
よ
う
に
指
示
し
て
い

る
。
結
果
的
に
兼
頼
の
家
司
為
資
が
実
資
に
伝
え
て
し
ま
っ
た
も
の
の
、
実
資

「
家
」の
牛
童
や
従
者
の
処
遇
に
対
し
て
婿
と
対
応
す
る
連
絡
が
も
た
ら
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
貴
族
社
会
で
は
、
舅
と
婿
の
従
者
や
牛
童
は
別
で
あ
る
事
を
熟
知

し
て
い
る
も
の
の
、
婿
は
舅
の
従
者
等
に
つ
い
て
知
っ
て
お
り
命
令
出
来
る
存

在
で
あ
る
こ
と
も
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
。
十
一
世
紀
前
後
の
記
録
類

を
繙
く
と
、
舅
と
婿
の
関
係
を
示
す
事
件
や
文
言
が
多
い
。

　

当
該
期
の
貴
族
層
の
婚
姻
形
態
は
、
何
度
も
述
べ
る
よ
う
に
、
婚
姻
当
初
は

（
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妻
方
で
同
居
し
、
有
る
一
定
期
間
後
に
、
多
く
は
夫
方
が
用
意
し
た
家
屋
に
移

り
独
立
（
新
処
）
居
住
を
行
う
。
婚
姻
当
初
は
妻
方
で
同
居
す
る
以
上
、
妻
の

両
親
と
婿
の
緊
密
な
関
係
、
当
時
の
文
言
で
は
「
因
縁
」
関
係
が
存
在
し
た
の

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
も
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

お
わ
り
に

　
『
栄
花
物
語
』
で
「
か
ぐ
や
ひ
め
」
と
記
さ
れ
た
実
資
娘
千
古
と
兼
頼
と
の
結

婚
や
結
婚
後
の
日
常
的
行
動
や
生
活
を
検
討
し
た
。
小
さ
な
窓
か
ら
の
さ
さ
や

か
な
事
例
検
討
で
あ
る
が
、
史
料
か
ら
明
ら
か
に
で
き
た
点
を
ま
と
め
て
お
き

た
い
。

　

ま
ず
、
結
婚
は
男
女
の
父
親
同
士
で
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
男
女
を
結
び

つ
け
媒
介
す
る
の
は
、
女
房
や
僧
侶
た
ち
で
あ
る
こ
と
も
史
料
か
ら
明
ら
か
に

な
っ
た
が
、
最
終
決
定
は
あ
く
ま
で
も
父
親
同
士
な
の
で
あ
り
、
家
父
長
制
下

の
婚
姻
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
貴
族
層
の
婚
姻
は
、
き
わ
め

て
政
治
的
に
決
定
さ
れ
る
事
、
ま
た
同
階
層
内
で
の
婚
姻
も
明
ら
か
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　

婚
姻
後
の
行
動
や
生
活
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
「
婿
傅
き
」
と
の
文
言
が
あ
る

よ
う
に
、
同
居
し
て
い
る
婿
に
舅
で
あ
る
妻
の
父
は
経
済
的
援
助
、
職
務
や
儀

式
の
指
導
を
行
う
こ
と
を
見
た
。
し
か
し
、
婿
は
政
治
的
社
会
的
に
は
実
父
の

父
系
親
族
が
重
要
で
あ
り
、
従
者
や
家
司
等
の
家
政
機
関
は
独
自
に
保
持
し
、

経
営
や
家
産
を
管
理
し
て
い
た
こ
と
、
父
方
と
の
関
係
が
緊
密
で
あ
っ
た
こ
と

も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
な
お
、『
小
右
記
』
で
は
、「
権
北
の
方
」
と
さ
れ
た
千

古
母
の
こ
と
が
ま
っ
た
く
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
召
人
だ
っ
た
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。

　

舅
実
資
と
婿
兼
頼
と
の
関
係
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
の
か
、
簡

単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）
十
一
月
二
十
一
日
、「
夜
小

野
宮
九
十
九
尼
公
入
滅
と
云
々
。
是
兼
頼
卿
の
女
、
祐
家
卿
の
妻
な
り
」　

と
記

　＊５１

さ
れ
て
い
る
。
逆
算
す
る
と
長
元
九
年
（
一
〇
三
六
）
生
ま
れ
に
な
る
。
い
っ

ぽ
う
、『
公
卿
補
任
』
長
元
九
年
参
議
兼
頼
に
は
、「
七
月
十
日
従
二
位
、（
右
大

臣
の
譲
り
な
り
）」　
と
あ
り
、
長
元
九
年
に
は
千
古
生
存
の
可
能
性
は
高
い
。

　＊５２

　

と
こ
ろ
が
、
実
資
の
養
孫
資
房
が
、
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
十
月
二
十
一

日
条
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

今
日
初
め
て
右
府
（
実
資
）
に
参
る
〈
冬
直
衣
を
着
す
〉。
ま
た
、
宰
相
中

将
（
兼
頼
）
に
謁
す
。
晩
暮
に
住
所
に
帰
る
。
是
の
相
公
（
兼
頼
）
は
先

例
堀
河
院
に
帰
住
す
る
こ
と
既
に
了
ぬ
。
ほ
し
い
ま
ま
に
近
曽
ま
た
帰
住

す
。
右
府
衣
食
の
事
、
一
向
に
右
府
知
り
給
う
こ
と
、
婿
の
如
き
な
り
。

人
々
傾
奇
と
云
々
。
家
財
悉
く
相
公
女
児
に
委
付
さ
る
べ
し
。
そ
の
間
の

事
彼
の
幸
女
に
あ
た
え
る
こ
と
に
同
意
す
。
法
を
枉
げ
る
べ
き
故
に
来
住

す
る
所
な
り
と
云
々
。
誰
人
が
そ
の
妨
げ
を
成
す
や
。
右
府
御
心
す
で
に

古
に
非
ず
、
皆
変
改
と
云
々
。　
　＊５３

こ
の
時
、
す
で
に
兼
頼
妻
千
古
は
死
去
し
、
実
資
か
ら
千
古
へ
あ
た
え
ら
れ
た

財
産
は　
、「
小
野
宮
右
府
自
筆
外
孫
祐
家
卿
室
彼
の
譲
文
有
り
」　

と
孫
女
児
に

　＊５４

　＊５５

譲
与
さ
れ
て
い
た
。
妻
の
死
去
後
、
子
ど
も
を
妻
方
に
残
し
て
実
家
に
帰
っ
て

い
た
兼
頼
は
、
女
児
が
受
け
る
予
定
の
莫
大
な
財
産
の
確
保
を
目
指
し
て
ま
た

小
野
宮
邸
に
帰
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
後
女
児
と
小
野
宮
邸

で
同
居
し
て
い
た
兼
頼
は
、
長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
）
十
二
月
に
実
資
養
子
資

平
か
ら
結
婚
話
を
持
ち
か
け
ら
れ
、
翌
二
年
二
月
十
二
日
に
「
兼
頼
卿
の
御
許

に
参
り
〈
北
隣
に
在
り
〉、
督
殿
（
資
平
）
の
御
消
息
を
伝
え
申
す
、
是
婿
の
事

な
り
。
返
事
に
い
わ
く
、
一
定
思
う
所
な
り
。
但
し
、
期
日
に
つ
い
て
は
大
夫

（
頼
宗
）
の
申
す
べ
き
に
申
し
合
わ
す
べ
き
な
り
」
と
同
意
し
て
い
る　
。
　＊５６

　

兼
頼
は
新
た
な
婿
入
り
先
が
決
定
し
、
小
野
宮
邸
か
ら
出
た
も
の
と
思
わ
れ

埼玉学園大学紀要（人間学部篇）　第５号

（
六
九
）

─ ２３６ ─



平安貴族の婚姻と家・生活

る
が
、
小
野
宮
邸
宅
は
、
女
児
に
伝
領
さ
れ
、
女
児
と
祐
家
が
結
婚
し
小
野
宮

で
同
居
し
た
の
で
あ
る
。
小
野
宮
邸
伝
領
に
関
し
て
は
高
群
著
書
に
詳
し
い　
。
　＊５７

注　　

高
群
逸
枝
『
招
婿
婚
の
研
究
』
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
五
三
年
。

＊１
　
　

高
群
逸
枝
『
日
本
婚
姻
史
』
至
文
堂
、
一
九
六
三
年
。

＊２
　
　

な
お
、
鎌
倉
時
代
の
武
家
の
婚
姻
形
態
に
つ
い
て
は
、
辻
垣
晃
一
「
嫁
取
婚
の
成
立
時

＊３
期
に
つ
い
て
」（『
龍
谷
史
壇
』
一
一
七
号
、
二
〇
〇
一
年
）
が
研
究
史
を
踏
ま
え
た
実
証

を
行
っ
て
お
り
、
大
変
参
考
に
な
る
。

　
　

W
illiam

H
.M

C
ullough

 
      
  
  
 
       

「Japanese
M

arriage
Institutions

in
th

          
                          e

H
eian

P
eriod

   
      
     

」

＊４『H
arvard

Journalof
A

siatic
Studies

 
                   
              
』V

ol.27,1967
 
           
、
栗
原
弘
訳
『
平
安
時
代
の
婚

姻
制
度
』
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
『
社
会
科
学
』
二
四
、
一
九
七
八
年
。

　
　

関
口
裕
子
『
日
本
古
代
婚
姻
史
の
研
究
』
上
下
、
塙
書
房
、
一
九
九
三
年
、
初
出
一
九

＊５
七
八
年
。

　
　

鷲
見
等
曜
『
前
近
代
日
本
家
族
の
構
造　

高
群
逸
枝
批
判
』
弘
文
堂
、
一
九
八
三
年
。

＊６
　
　

栗
原
弘
『
高
群
逸
枝
の
婚
姻
女
性
史
像
の
研
究
』
高
科
書
店
、
一
九
九
四
年
。

＊７
　
　

服
藤
早
苗「
純
婿
取
婚
を
め
ぐ
っ
て
」『
平
安
王
朝
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』校
倉
書
房
、
二

＊８
〇
〇
五
年
、
初
出
一
九
八
八
年
。

　
　

そ
の
後
の
主
要
な
研
究
を
挙
げ
て
お
く
。
江
守
五
夫
『
物
語
に
み
る
婚
姻
と
女
性
』
日

＊９
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
〇
年
。
工
藤
重
矩
『
平
安
朝
の
婚
姻
制
度
と

文
学
』
風
間
書
房
、
一
九
九
四
年
。
胡
潔
『
平
安
貴
族
の
婚
姻
慣
習
と
源
氏
物
語
』
風
間

書
房
、
二
〇
〇
一
年
。
関
口
裕
子
『
日
本
古
代
家
族
史
の
研
究
』
上
下
、
塙
書
房
、
二
〇

〇
四
年
。

　
　

前
掲
江
守
五
夫
『
物
語
に
み
る
婚
姻
と
女
性
』
七
九
頁
。

＊１０
　
　

前
掲
栗
原
弘
『
高
群
逸
枝
の
婚
姻
女
性
史
像
の
研
究
』

＊１１
　
　

服
藤
早
苗
「
家
と
生
育
儀
礼
」『
平
安
王
朝
の
子
ど
も
た
ち
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇

＊１２
四
年
、
原
題
「
通
過
儀
礼
か
ら
見
た
子
ど
も
の
帰
属
」
初
出
一
九
九
四
年
。

　
　

服
藤
早
苗
「
平
安
貴
族
の
邸
宅
と
女
性
ー
伝
領
」『
平
安
王
朝
社
会
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』

＊１３
前
掲
書
、
初
出
二
〇
〇
一
年
。

　
　

夫
方
居
住
婚
を
使
用
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
は
、
西
野
悠
紀
子「
書
評　

栗
原
弘
著『
高

＊１４
群
逸
枝
の
婚
姻
女
性
史
像
の
研
究
』」（『
日
本
史
研
究
』
四
〇
二
、
一
九
九
六
年
）。

　
　

前
掲
『
招
婿
婚
の
研
究
』。
高
群
逸
枝
論
と
の
関
係
は
後
述
す
る
。

＊１５
　
　

吉
田
早
苗
「
藤
原
実
資
の
家
族
」（『
日
本
歴
史
』
三
三
〇
、
一
九
七
五
年
）、
同
「
藤

＊１６
原
実
資
と
小
野
宮
第
」（『
日
本
歴
史
』
三
五
〇
、
一
九
七
七
年
）。

　
　

服
藤
早
苗
『
平
安
朝
の
母
と
子
』
中
公
新
書
、
一
九
九
一
年
。

＊１７
　
　
『
左
経
記
』
寛
仁
四
年
十
二
月
二
十
六
日
条
に
、「
故
中
務
卿
宮
二
男
元
服
〈
関
白
養
子

＊１８
也
、
今
日
名
字
を
改
め
、
姓
を
給
う
〉」
と
あ
る
。

　
　
『
左
経
記
』
寛
仁
四
年
十
二
月
二
十
六
日
条
に
も
「
加
冠
〈
右
大
将
〉」
と
あ
る
。
実
資

＊１９
は
当
時
右
大
将
だ
っ
た
。

　
　

服
藤
早
苗
『
家
成
立
史
の
研
究
ー
祖
先
祭
祀
・
女
・
子
ど
も
』
校
倉
書
房
、
一
九
九
一

＊２０
年
。
江
守
五
夫
前
掲
書
『
物
語
に
み
る
婚
姻
と
女
性
』
一
二
二
〜
三
頁
。

　
　

坂
本
賞
三
『
藤
原
頼
通
の
時
代
』
平
凡
社
選
書
、
一
九
九
一
年
。

＊２１
　
　

源
明
子
は
道
長
の
妾
で
あ
る
、
と
の
説
（
前
掲
工
藤
重
矩
著
）
も
あ
る
が
、
増
田
繁
夫

＊２２「
摂
関
家
の
子
弟
の
結
婚
」（
同
『
源
氏
物
語
と
貴
族
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）

が
詳
細
に
論
じ
た
よ
う
に
、
妾
で
は
な
く
正
妻
以
外
の
妻
で
あ
る
。

　
　

古
典
文
学
大
系
『
栄
花
物
語
』
岩
波
書
店
よ
り
。

＊２３
　
　

正
妻
と
そ
れ
以
外
の
子
ど
も
の
待
遇
が
大
き
く
相
違
す
る
事
に
つ
い
て
は
、
梅
村
恵
子

＊２４「
摂
関
家
の
正
妻
」（
青
木
和
夫
先
生
還
暦
記
念
会
編
『
日
本
古
代
の
政
治
と
文
化
』
吉
川

弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
参
照
。
な
お
、
野
口
孝
子
「
平
安
貴
族
社
会
の
邸
宅
伝
領
│
藤

原
道
長
子
女
の
伝
領
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
古
代
文
化
』
五
七
一
六
、
二
〇
〇
五
年
）
も
同

様
な
こ
と
を
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
『
大
鏡
』
太
政
大
臣
道
長
上
、
小
学
館
。

＊２５
　
　

こ
の
着
裳
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
摂
関
家
に
お
け
る
「
氏
」・「
家
」」（
前
掲
『
家
成
立
史

＊２６
の
研
究
』、
初
出
は
一
九
八
七
年
）
と
、
拙
稿
「
平
安
王
朝
社
会
の
成
女
式
」（
前
掲
『
平

安
王
朝
の
子
ど
も
た
ち
』、
初
出
は
二
〇
〇
一
年
）
で
詳
細
に
論
じ
た
。

（
七
〇
）
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長
家
の
結
婚
に
つ
い
て
は
野
口
孝
子
前
掲
書
参
照
。

＊２７
　
　
『
栄
花
物
語
』
巻
第
三
十
一
、
殿
上
の
花
見
。

＊２８
　
　

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
摂
関
家
に
お
け
る
「
氏
」・「
家
」」
参
照
。

＊２９
　
　
『
左
経
記
』
万
寿
三
年
十
月
十
九
日
条
。

＊３０
　
　

吉
田
早
苗
前
掲
論
文
「
藤
原
実
資
と
小
野
宮
第
」
に
は
、
小
野
宮
第
東
対
は
千
古
の
居

＊３１
所
で
台
盤
所
や
千
古
の
家
政
機
関
な
ど
が
あ
り
独
立
性
が
保
た
れ
て
い
た
と
さ
れ
て
い

る
。

　
　

増
田
繁
夫
「
摂
関
家
の
子
弟
の
結
婚
」（
同
『
源
氏
物
語
と
貴
族
社
会
』
前
掲
書
）。
な

＊３２
お
別
稿
で
摂
関
期
婚
姻
形
態
の
詳
細
な
分
析
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

　
　

服
藤
早
苗
『
平
安
朝　

女
性
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
。
増

＊３３
田
繁
夫
前
掲
著
書
。

　
　
「
嫁
娶
」語
に
関
し
て
は
具
体
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
点
は
、
前
述
の
辻
垣
論
文
に

＊３４
詳
し
い
。

　
　

当
時
の
「
舅
」
は
、
妻
の
父
や
兄
弟
を
指
す
場
合
が
多
い
こ
と
は
、
前
掲
拙
著
『
平
安

＊３５
朝
の
母
と
子
』
で
検
討
し
た
。

　
　

為
資
は
頼
宗
の
家
司
で
あ
り
、
兼
頼
の
家
司
で
も
あ
る
。

＊３６
　
　

知
通
は
、
治
安
三
年
八
月
二
十
八
日
条
に
千
古
の
家
司
と
あ
る
。

＊３７
　
　

長
元
四
年
七
月
三
十
日
条
に
「
中
将
日
来
西
宅
に
住
む
」
と
あ
り
、
こ
の
頃
は
西
宅
に

＊３８
住
ん
で
い
る
。

　
　

高
群
逸
枝
前
掲
著
書
。

＊３９
　
　
『
春
記
』
長
暦
三
年
十
月
七
日
条
。

＊４０
　
　

拙
稿
「
摂
関
期
に
お
け
る
受
領
の
家
と
家
族
形
態
」（
前
掲
拙
著
『
家
成
立
史
の
研
究
』

＊４１
所
収
）。

　
　
『
新
猿
楽
記
』（
日
本
思
想
大
系
『
古
代
政
治
社
会
思
想
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）。

＊４２
　
　

前
掲
注　

拙
稿
、
前
掲
拙
著
『
平
安
朝
の
母
と
子
』
等
参
照
。

＊４３

４１

　
　
『
公
卿
補
任
』
長
元
四
年
条
。

＊４４
　
　

万
寿
四
年
正
月
十
九
日
条
に
は
、
頼
宗
の
作
法
に
は
失
誤
が
多
い
事
を
指
摘
し
て
い
る
。

＊４５
　
　
『
大
日
本
史
料
』
第
二
編
之
二
十
二
、
万
寿
二
年
十
一
月
十
一
日
五
節
条
。

＊４６

　
　

拙
稿
「
摂
関
期
に
お
け
る
「
氏
」・「
家
」」『
家
成
立
史
の
研
究
』
前
掲
拙
著
所
収
。

＊４７
　
　
『
栄
花
物
語
』
巻
第
三
十
一
、
殿
上
の
花
見
。

＊４８
　
　

前
掲
注　

拙
稿
。

＊４９

４７

　
　

院
政
期
の
上
層
貴
族
層
の
父
子
の
「
家
」
に
つ
い
て
は
、
服
藤
早
苗
『
平
安
朝
の
家
と

＊５０
女
性
』
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
。

　
　
『
中
右
記
』
長
承
三
年
十
一
月
二
十
一
日
条
。『
長
秋
記
』
同
二
十
二
日
条
に
も
あ
る
が
、

＊５１
祐
家
妻
を
実
資
娘
と
誤
っ
て
い
る
。
な
お
、
角
田
文
衛
「
小
野
宮
の
尼
公
」（
同
著
『
王

朝
の
明
暗
』
東
京
堂
、
一
九
七
七
年
）
で
小
野
宮
尼
公
を
、
懐
平
女
が
産
ん
だ
兼
頼
女
子

を
実
資
が
養
子
に
し
た
と
女
性
で
あ
る
、
と
す
る
の
は
『
長
秋
記
』
に
よ
り
展
開
し
た
た

め
の
誤
り
で
あ
り
、
千
古
の
生
ん
だ
兼
頼
女
と
す
る
マ
ッ
カ
ロ
ウ
ー
前
掲
論
文
説
が
妥
当

で
あ
る
。

　
　
『
公
卿
補
任
』
長
元
九
年
条
。

＊５２
　
　
『
春
記
』
長
暦
三
年
十
月
二
十
一
日
条
。

＊５３
　
　
『
小
右
記
』
寛
仁
三
年
十
二
月
九
日
条
。

＊５４
　
　
『
明
月
記
』
元
久
二
年
七
月
二
十
九
日
条
。

＊５５
　
　
『
春
記
』
長
久
元
年
十
二
月
五
日
条
、
十
二
月
六
日
条
、
長
久
二
年
二
月
十
二
条
。

＊５６
　
　

高
群
逸
枝
前
掲
書
。

＊５７
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Marriage,Household and Family-Life in the Aristocracy of the Heian Period

─ The Case of the Daughter,Senko and the Son-in-law,Kaneyori of the Minister of the Right,Sanesuke.

　　
　

 

FUKUTO, Sanae

　平安時代の十一世紀中頃の上層貴族層の婚姻決定と婚姻生活の事例検討である。右大

臣実資は娘千古のいくつかの縁談を政治的な配慮をしつつ進めていくが、皇親源師房と

道長息長家との場合は破談になり、道長次妻腹頼宗息兼頼との縁談がまとまる。婿兼頼

は結婚当初から実資の小野宮邸東対に妻方同居する。舅実頼は婿に経済的援助や朝廷内

の儀式や職務の教授を行うなど婿傅きを積極的に行い、小野宮一家との交流にも婿を参

加させる。婿兼頼は実父頼宗宅へも度々訪れ、政治的行為や儀式等では父方の父系親族

一員として行動する。また、小野宮一家と頼宗一家との交流も盛んに行われ、姻族とも密

接な関係を保っていた。


